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外
の
使
用
者
専
用
施
設
、
ま
た
は
使
用

者
が
契
約
［
指
定
］
し
て
い
る
他
社
所

有
の
共
用
施
設
に
お
け
る
情
報
通
信
機

器
を
利
用
し
た
勤
務
）
や
、
③
モ
バ
イ

ル
勤
務
（
①
在
宅
勤
務
、
②
サ
テ
ラ
イ

ト
オ
フ
ィ
ス
勤
務
以
外
で
、
か
つ
、
社

外
で
情
報
通
信
機
器
を
利
用
し
た
勤

務
）
が
あ
り
ま
す
の
で
、
使
用
者
の
ニ

ー
ズ
に
応
じ
て
修
正
す
べ
き
で
す
。

⑶　

在
宅
勤
務
の
対
象
者
（
第
３
条
）

　

暫
定
的
に
、
勤
続
３
年
以
上
の
者
に

限
定
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
年
数
を
含

め
在
宅
勤
務
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
使

用
者
が
決
め
る
べ
き
で
す
。
こ
れ
以
外

の
も
の
と
し
て
は
、
事
務
職
、
営
業

職
、
専
門
職
な
ど
の
職
種
単
位
で
限
定

を
加
え
る
規
定
例
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
在
宅
勤
務
は
上
長
等
の
監
督

が
な
い
な
か
で
の
自
己
管
理
能
力
や
目

標
達
成
意
欲
が
求
め
ら
れ
ま
す
の
で
、

許
可
す
る
か
否
か
の
判
断
権
が
使
用
者

に
あ
る
こ
と
を
明
記
す
べ
き
で
す
。

⑷　

服
務
規
律　
（
第
４
条
）

　

別
紙
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
①

業
務
専
念
義
務
、
②
自
宅
以
外
の
場
所

で
の
勤
務
の
禁
止
、
③
情
報
管
理
規
程

の
厳
守
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

①
お
よ
び
②
は
上
長
等
に
よ
る
監
視

の
目
が
行
き
届
か
な
い
こ
と
に
よ
る
モ

ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
、
③
は
情
報
漏
洩
リ
ス

ク
に
対
応
す
る
た
め
で
す
。

⑸　

在
宅
勤
務
時
の
労
働
時
間
お
よ
び

休
憩
時
間
並
び
に
休
日
（
第
５
条
）

　

在
宅
勤
務
の
場
合
、
労
働
時
間
お
よ

最
近
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
の
た
め
在
宅
勤

務
（
テ
レ
ワ
ー
ク
）
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、
在
宅
勤
務（
テ
レ
ワ
ー
ク
）規
程

を
作
成
す
る
際
の
留
意
点
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

る
た
め
に
は
、
労
働
時
間
の
把
握
（
残

業
代
リ
ス
ク
）、
過
重
労
働
等
を
防
ぐ

（
労
災
リ
ス
ク
）、
情
報
管
理
（
情
報
漏

洩
リ
ス
ク
）
等
に
つ
い
て
十
分
な
体
制

を
整
え
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

在
宅
勤
務（
テ
レ
ワ
ー
ク
）規
程

の
作
成
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点

●３⑴　

目
的
（
第
１
条
）

　

在
宅
勤
務
規
程
が
（
独
立
の
規
程
で

は
な
く
）
就
業
規
則
に
基
づ
く
こ
と
を

明
記
し
て
い
ま
す
。

⑵　

定
義
（
第
２
条
）

　

①
在
宅
勤
務
の
定
義
を
記
載
し
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
以
外
の
定
義
と
し
て
、

た
と
え
ば
、
②
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス

勤
務
（
使
用
者
所
有
の
所
属
事
業
場
以

在
宅
勤
務
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

お
よ
び
導
入
状
況

●１
　

在
宅
勤
務
制
度
は
労
働
者
の
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
に
つ

な
が
り
、
使
用
者
に
と
っ
て
も
生
産
性

向
上
、
優
秀
な
人
材
確
保
、
定
着
率
向

上
、
非
常
時
対
応
、
ブ
ラ
ン
ド
向
上
な

ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
総
務
省

の
平
成
30
年
「
通
信
利
用
動
向
調
査
」

に
よ
る
と
、
導
入
率
は
年
々
高
ま
っ
て

お
り
、
平
成
30
年
９
月
末
の
導
入
率

は
、
19
・
１
％
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

規
程
の

重
要
性

●２
　

在
宅
勤
務
制
度
の
実
効
性
を
確
保
す 在

宅
勤
務
（
テ
レ
ワ
ー
ク
）
規
程

１月号　インターンシップ規程
２月号　勤務間インターバル規程
３月号　時間単位年休に関する労使協定
４月号　在宅勤務（テレワーク）規程
５月号　事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定
６月号　ボランティア休暇規程
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士
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び
休
憩
時
間
の
区
別
が
不
明
確
に
な
り

が
ち
な
た
め
、
本
規
定
の
よ
う
に
ル
ー

ル
を
明
記
し
て
お
く
べ
き
で
す
。

⑹　

報
告
（
第
６
条
）
お
よ
び
在
宅
勤

務
時
の
連
絡
体
制
（
第
７
条
）

　

在
宅
勤
務
の
場
合
、
会
社
か
ら
物
理

的
に
離
れ
た
場
所
で
の
勤
務
と
な
る
た

め
、
残
業
代
リ
ス
ク
お
よ
び
労
災
リ
ス

ク
回
避
の
観
点
か
ら
、
労
働
時
間
の
報

告
、
業
務
報
告
、
連
絡
体
制
を
明
記
す

べ
き
で
す
。

　

連
絡
体
制
に
関
し
て
は
、
①
業
務
ト

ラ
ブ
ル
発
生
時
、
②
通
信
ト
ラ
ブ
ル
発

生
時
、
③
緊
急
事
態
発
生
時
な
ど
の
連

絡
方
法
や
連
絡
対
象
者
な
ど
を
明
記
す

べ
き
で
す
。

⑺　

情
報
通
信
機
器
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

等
の
貸
与
等
（
第
８
条
）

　

在
宅
勤
務
の
場
合
、
情
報
漏
洩
リ
ス

ク
を
軽
減
す
る
観
点
か
ら
、
㋐
パ
ソ
コ

ン
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
プ
リ
ン
タ
な
ど

に
つ
き
、
①
使
用
者
、
ま
た
は
②
在
宅

勤
務
者
の
い
ず
れ
か
の
所
有
物
を
利
用

す
る
か
、
㋑
ウ
イ
ル
ス
対
策
、
㋒
使
用

者
が
許
可
し
な
い
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
イ

ン
ス
ト
ー
ル
禁
止
な
ど
を
明
記
す
べ
き

で
す
。

⑻　

本
規
程
以
外
の
条
項
案

　

た
と
え
ば
、
①
在
宅
勤
務
期
間
の
上

限
を
１
か
月
に
限
定
し
、
必
要
に
応
じ

て
更
新
で
き
る
条
項
案
、
②
「
在
宅
勤

務
期
間
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
業

務
上
必
要
が
あ
る
場
合
、
使
用
者
指
定

の
場
所
で
の
勤
務
を
命
令
で
き
る
」
と

い
っ
た
条
項
案
、
③
賃
金
お
よ
び
実
費

に
関
す
る
条
項
案
（
中
抜
け
の
場
合
の

賃
金
処
理
、
定
期
券
な
ど
の
通
勤
費
の

処
理
、
情
報
通
信
機
器
の
通
信
費
や
使

用
料
、
自
宅
で
の
水
道
光
熱
費
の
実
費

処
理
な
ど
）
が
考
え
ら
れ
ま
す
。�

●▲

■在宅勤務（テレワーク）規程例

在宅勤務（テレワーク）規程

（目的）
第１条　この規程は、〇〇株式会社（以下「会社」という）の就業規
則第〇条に基づき、従業員が在宅で勤務する場合の必要な事項につ
いて定めたものである。

（在宅勤務の定義）
第２条　在宅勤務とは、従業員の自宅、その他、自宅に準じる場所
（会社指定の場所に限る）において、情報通信機器を利用した勤務
をいう。

（在宅勤務の対象者）
第３条　在宅勤務の対象者は、就業規則第〇条に規定する従業員であ
って次の各号の条件をすべて満たした者とする。なお、条件への該
当性判断については、会社の裁量による。
⑴　在宅勤務を希望する者で、勤続３年以上の者
⑵　在宅勤務の必要性があり、かつ、在宅勤務を行なううえで問題
がないと認められる者

２　在宅勤務を希望する者は、〇週間前までに所属長から許可を受け
なければならない。
３　会社は、業務上その他の事由により、前項の在宅勤務の許可を取
り消すことがある。
４　第２項により在宅勤務の許可を受けた者が在宅勤務を行なう場合
は、前日までに所属長へ利用を届け出なければならない。

（在宅勤務時の服務規律）
第４条　在宅勤務者は別紙〇を遵守しなければならない。
（在宅勤務時の労働時間および休憩時間並びに休日）
第５条　在宅勤務時の労働時間および休憩時間については、就業規則
第〇条の定めるところによる。ただし、在宅勤務者は、会社の承認
を受けて始業時刻、終業時刻および休憩時間の変更をすることがで
きる。
２　在宅勤務者の休日については、就業規則第〇条の定めるところに
よる。

（報告）
第６条　在宅勤務者は就業規則第〇条の規定にかかわらず、業務の開
始および終了について、電話、電子メールまたは勤怠管理ツールの
方法により報告しなければならない。
２　在宅勤務者は、定期的または必要に応じて、電話または電子メー
ル等で所属長に対し、業務報告をしなければならない。

（在宅勤務時の連絡体制）
第７条　在宅勤務時における連絡体制は別紙〇のとおりとする。
（情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等）
第８条　在宅勤務者が業務に必要とするパソコン、プリンタ等の情報
通信機器、ソフトウェアおよびこれらに類する物については、別紙
〇のとおりとする。� 以上

た
む
ら
　
ゆ
う
い
ち
ろ
う
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湖
・
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田
村
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。
弁
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く
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ソ
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